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 「労働問題研究委員会報告」（抜粋）  
構 造 改 革 の 推 進 に よ っ て 危 機 の 打 開 を  

～ 高 コ ス ト 体 質 の 是 正 と 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 を ～  

（ ２ ０ ０ ２ 年 １ 月 １ １ 日 発 表 ）  

注 1： 抜 粋 の た め 本 報 告 オ リ ジ ナ ル と ペ ー ジ 数 は 異 な る  

            ２ ： 下 線 は 発 表 者 に よ る も の で あ り 、 オ リ ジ ナ ル に は な い  

 

序  文  

 

 日 本 経 済 が 長 期 に 低 迷 し 、 米 国 経 済 に も 停 滞 の 兆 し が 見 え て い た

昨 年 ９ 月 、 米 国 に お い て テ ロ が 勃 発 し 、 世 界 経 済 は 同 時 不 況 の 様 相

を 強 め て い る 。  

 と り わ け 、 構 造 改 革 へ の 取 り 組 み と 本 格 的 な 不 良 債 権 処 理 に 迫 ら

れ る わ が 国 は 、 景 気 の 一 段 の 低 落 と 雇 用 情 勢 の 深 刻 化 に 直 面 し て い

る 。  

 こ の 危 機 を 、 政 労 使 が 一 体 と な っ て 乗 り 越 え な け れ ば な ら な い 。

民 間 主 導 の 経 済 体 質 の 徹 底 が 求 め ら れ る 中 で 、 と く に 労 使 の 責 任 は

大 き い 。 社 会 の 安 定 帯 た る 役 割 を 担 う 労 使 が 、 協 力 し て 、 こ の 未 曾

有 の 危 機 を 脱 し な け れ ば な ら な い 。  

＊  

 わ が 国 経 済 は 、 高 コ ス ト 体 質 の 是 正 と い う 最 も 重 要 な 問 題 の 解 決

を 迫 ら れ て い る 。  

 国 際 的 に み て 高 い わ が 国 の 賃 金 ・ 物 価 水 準 を 是 正 す る た め に は 、

産 業 ・ 企 業 間 の 生 産 性 格 差 の 是 正 が 必 要 で あ る 。 生 産 性 の 低 い 部 門
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で の 生 産 性 を 超 え る 賃 金 決 定 の 繰 り 返 し が 高 物 価 を も た ら し 、 産 業

全 体 の 賃 金 水 準 を 押 し 上 げ て い る 要 因 で あ る 。 生 産 性 に 即 し た 賃 金

決 定 を 貫 徹 す る と と も に 、 低 生 産 性 分 野 の 生 産 性 向 上 と 高 生 産 性 分

野 の 創 出 ・ 育 成 に よ り 経 済 構 造 改 革 を 進 め 、 適 正 な 競 争 が 推 進 さ れ

れ ば 、 わ が 国 の 高 コ ス ト 構 造 は 是 正 さ れ る 。  

 こ れ に は 、 物 価 の 下 落 を も た ら し 、 デ フ レ を 促 進 す る と い う 批 判

も 予 想 さ れ る 。た し か に 、物 価 下 落 、株 価 、地 価 等 の 持 続 的 な 下 落 、

実 質 金 利 の 上 昇 に よ り 企 業 体 力 が 弱 ま り 、 本 格 的 な 不 況 に 陥 る 危 険

が あ る 。 し か し 、 こ こ 数 年 間 の 物 価 下 落 は 、 規 制 改 革 や 国 内 産 業 ・

企 業 間 の 生 産 性 格 差 の 是 正 な ど に よ っ て も た ら さ れ た も の で は な く 、

基 本 的 に は 、 供 給 過 剰 と 需 要 過 少 に よ っ て 生 じ た も の で あ る 。 デ フ

レ 対 策 と い う 意 味 も ふ く め て 、 企 業 は 事 業 の 高 付 加 価 値 化 と 新 事 業

の 育 成 ・ 創 出 に よ り 、 需 要 の 創 出 と 体 質 強 化 を 進 め 、 政 府 ・ 日 銀 は

適 切 な 金 融 政 策 を 講 じ つ つ 、 規 制 改 革 等 に よ っ て 民 間 が 仕 事 を し や

す い 環 境 整 備 を 急 ぐ こ と が 必 要 で あ る 。 デ フ レ を 促 進 す る か ら と い

う 理 由 で 高 コ ス ト 構 造 是 正 の 取 り 組 み の 手 綱 を 緩 め る こ と が あ っ て

は な ら な い 。構 造 改 革 の 最 重 要 の 目 的 は 、民 間 主 導 の 経 済 を 確 立 し 、

参 入 規 制 の 撤 廃 等 に よ る 公 正 な 競 争 を 通 じ て 、 わ が 国 の 高 コ ス ト 体

質 を 是 正 す る 点 こ と に を 忘 れ て は な ら な い 。  

＊  

 激 し い 国 際 競 争 が 展 開 さ れ る 中 で 、 わ が 国 は 創 造 的 科 学 技 術 立 国

の 実 現 を 基 本 に 、 あ ら ゆ る 産 業 に お い て 付 加 価 値 を 高 め 、 国 際 競 争

力 を 強 化 す る し か 生 き 残 る 途 は な い 。 高 コ ス ト 体 質 の 是 正 や デ フ

レ ・ ス パ イ ラ ル の 回 避 に 奇 手 は な い の で あ る 。 製 造 業 ・ 非 製 造 業 を
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問 わ ず 、 事 業 の 効 率 化 ・ 高 度 化 と 新 事 業 の 創 造 に 取 り 組 み 、 国 ・ 企

業 ・ 個 人 の あ ら ゆ る レ ベ ル に お い て 生 産 性 と 付 加 価 値 の 向 上 に 全 力

を 傾 注 し な け れ ば な ら な い 。も ち ろ ん 、中 央 と 地 方 、産 と 学 が 連 携 ・

共 同 し 、 産 業 の 高 度 化 に 取 り 組 む こ と が 重 要 で あ る 。  

 経 済 財 政 諮 問 会 議 も い う よ う に 、 低 生 産 性 分 野 の 生 産 性 向 上 を 進

め 、 そ こ か ら 出 て く る 資 源 を 高 生 産 性 分 野 ・ 新 事 業 分 野 に 移 行 さ せ

る こ と に よ っ て 潜 在 需 要 が 掘 り 起 こ さ れ る 。 こ う し た 構 造 改 革 に よ

っ て 景 気 が 回 復 し 、21 世 紀 に お い て わ が 国 の 持 続 的 成 長 が 可 能 と な

り 、 産 業 空 洞 化 に 歯 止 め が か か る と 考 え る 。  

＊  

 現 下 の わ が 国 の 雇 用 失 業 情 勢 を 打 開 す る に は 、「 構 造 改 革 な く し

て 雇 用 創 出 な し 、 雇 用 対 策 な く し て 構 造 改 革 な し 」 と い う 考 え 方 で

取 り 組 む べ き で あ る 。 需 要 喚 起 の た め の み な ら ず 、 社 会 の 安 定 の た

め に も 、 構 造 改 革 を 進 め つ つ 、 雇 用 問 題 へ 全 力 を 挙 げ て 取 り 組 む こ

と が 政 労 使 の 最 重 要 課 題 で あ る 。  

 雇 用 問 題 へ の 取 り 組 み は 、 第 １ に 当 面 の 対 処 と 中 長 期 の 観 点 か ら

の 対 応 を 分 け て 対 策 を 講 じ る こ と 、 第 ２ に 雇 用 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト

（ 安 全 網 ） の 充 実 、 と く に 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 に 政 労 使 が 努 力 す る こ

と が 必 要 で あ る 。  

 当 面 は 、 一 段 と 悪 化 す る 雇 用 情 勢 に 対 す る 緊 急 対 処 が 中 心 に な る

が 、 中 長 期 的 に は 少 子 高 齢 化 の 進 行 、 雇 用 ミ ス マ ッ チ の 一 段 の 顕 在

化 等 を 考 慮 に 入 れ て 、 雇 用 の 安 定 を 実 現 し な け れ ば な ら な い 。 雇 用

の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト に つ い て は 、ま ず な に よ り も 雇 用 の 維 持・創 出 、

そ れ に 加 え て 勤 労 者 の 職 業 能 力 （ エ ン プ ロ イ ヤ ビ リ テ ィ ） の 向 上 、
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政 府 の 雇 用 対 策 ・ 雇 用 保 険 等 の 充 実 、 の ３ つ を 柱 に 据 え 、 当 面 と 中

長 期 の 二 つ の 対 処 ・ 対 応 を 盛 り 込 む べ き と 考 え る 。  

＊  

 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 を 実 現 す る に は 、 雇 用 形 態 の 多 様 化 ・ 柔 軟 な ワ

ー ク シ ェ ア リ ン グ の 導 入 が 必 要 で あ る 。  

 日 経 連 は 、 従 来 か ら 、 基 幹 的 従 業 員 の 長 期 安 定 雇 用 を 柱 に 多 様 な

雇 用 形 態 を 組 み 合 わ せ る 「 雇 用 ポ ー ト フ ォ リ オ 」 の 考 え 方 を 提 唱 し

て き た 。 今 後 は 、 雇 用 環 境 の 変 化 と 個 別 企 業 の 実 情 に 即 し て 、 こ の

考 え 方 を 徹 底 し 、 柔 軟 な 応 用 動 作 を 展 開 す る こ と が 望 ま れ る 。  

 す で に 、昨 年 10 月 、連 合 と は こ う し た 共 通 認 識 に 立 っ て「 雇 用 に

関 す る 社 会 合 意 」 推 進 宣 言 を 提 起 し 、 政 府 も こ の 労 使 合 意 を 支 援 す

る 姿 勢 で あ る 。  

 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ に つ い て も 、 時 短 ・ 賃 金 縮 減 に よ る 雇 用 維 持

の た め の 緊 急 避 難 措 置 と 、 中 長 期 的 な 観 点 か ら 雇 用 多 様 化 の 一 形 態

と 位 置 付 け る 運 用 、 の ２ つ を 検 討 す べ き で あ ろ う 。  

 ま ず 当 面 は 、 雇 用 不 安 の 深 刻 化 を 回 避 す る た め 、 お も に 緊 急 避 難

の 措 置 と し て 、 労 働 時 間 を 短 縮 し 、 総 額 人 件 費 を 縮 減 し て 雇 用 を 維

持 す る 方 策 が 、 必 要 に 応 じ て 、 積 極 的 に 講 じ ら れ る べ き と 考 え る 。  

＊  

 2002 年 の 春 季 労 使 交 渉 は こ れ か ら 始 ま る が 、も は や 賃 金 か 雇 用 か

の 選 択 を 論 議 し て 済 む 状 況 で は な い 。 い か に 企 業 が 生 き 残 る か 、 そ

の 中 で 雇 用 を ど こ ま で 確 保 で き る か を 主 眼 に 、 雇 用 ・ 賃 金 ・ 労 働 時

間 を 含 め た 総 額 人 件 費 の 観 点 か ら 、 突 き 詰 め た 論 議 が 望 ま れ る 。  

 現 下 の 経 営 環 境 で は 、 多 く の 企 業 に お い て 、 こ れ 以 上 の 総 額 人 件
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費 の 増 加 は 許 さ れ ず 、雇 用 も 、依 然 、過 剰 感 が 強 い の が 実 情 で あ る 。  

 こ う し た 中 で 雇 用 を 維 持 ・ 確 保 す る た め に 、 こ れ ま で に な い 思 い

切 っ た 施 策 も 視 野 に 入 れ た 検 討 を 各 労 使 が 進 め る こ と を 期 待 し た い 。 

＊  

 日 経 連 は 、 本 年 5 月 、 す べ て の 企 業 ・ 産 業 を 視 野 に 入 れ た 総 合 的

な 経 営 者 組 織 ・ 経 済 団 体 と し て 新 組 織 に 再 編 の 予 定 で あ る 。  

 も ち ろ ん 、 日 経 連 創 立 の 精 神 で あ る 「 経 営 者 よ 正 し く 強 か れ 」 と

の 理 念 や 、「 人 間 尊 重 の 経 営 」「 長 期 的 視 野 に 立 っ た 経 営 」 と い っ た

基 本 方 針 は 堅 持 す る 。 人 間 こ そ が 社 会 の 主 役 で あ り 、 資 本 も 技 術 も

人 間 の 生 活 を よ り よ く す る た め に 用 い ら れ る も の で あ る 。21 世 紀 を

「 人 間 の 顔 を し た 市 場 経 済 」 の 社 会 に し た い と 願 う 以 上 、 こ う し た

理 念 や 基 本 方 針 は 維 持 し な け れ ば な ら な い と 考 え る 。 広 く 、 経 営 と

労 働 の 問 題 を 論 議 す る 本 「 労 働 問 題 研 究 委 員 会 」 も 、 新 組 織 の 中 に

存 続 さ せ た い 。  

 新 組 織 は 、21 世 紀 に お い て 実 行 力 を 強 め 、そ の 活 動 を 高 く 評 価 さ

れ る よ う 再 構 築 す る 所 存 で あ る 。 引 き 続 き 、 各 界 の ご 支 援 を お 願 い

す る 次 第 で あ る 。  

 最 後 に 、 本 報 告 の 検 討 に あ た っ て 真 摯 な ご 協 力 を 賜 っ た 委 員 、 ア

ド バ イ ザ ー 各 位 に 感 謝 申 し 上 げ る 。  

 

 平 成 14 年 １ 月 11 日  

                 日 経 連 労 働 問 題 研 究 委 員 会  

                     議 長  奥  田   碩  

 

 5



別添Ⅲ-1 

第 ３ 章  雇 用 問 題 へ の 取 り 組 み  

 

 ・ 当 面 の 対 処 と 中 長 期 の 動 向 を 踏 ま え た 雇 用 問 題 へ の 対 応 を  

 ・ 雇 用 不 安 の 解 消 を ／ 雇 用 の セ イ フ テ ィ ー ネ ッ ト を 作 り 上 げ よ  

 ・ ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ と は ／ 当 面 は 緊 急 避 難 措 置 の 導 入 を  

 ・ 雇 用 多 様 化 ／ 雇 用 ポ ー ト フ ォ リ オ の 考 え 方 の 推 進 を  

 ・ 人 事 賃 金 制 度 と 労 働 市 場 の 改 革  

 

 景 気 が 一 段 と 悪 化 し 、 雇 用 情 勢 は 戦 後 最 悪 の 深 刻 な 状 況 が 続 い て

い る 。 昨 年 ９ 月 の 米 国 に お け る テ ロ 勃 発 を 契 機 に 、 世 界 経 済 が 同 時

不 況 の 様 相 を 強 め て い る 中 で 、 わ が 国 は 、 今 後 、 不 良 債 権 処 理 や 経

済 構 造 改 革 に 本 格 的 に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い 。 国 内 の 雇 用 環 境

は 、 一 層 の 深 刻 化 が 懸 念 さ れ る 。  

 国 内 消 費 を 回 復 し 、 一 刻 も 早 く こ の 不 況 か ら 抜 け 出 す た め に 、 雇

用 の 維 持 ・ 創 出 を 実 現 し 、 雇 用 不 安 を 解 消 す る こ と が 政 労 使 の 急 務

で あ る 。  

 

１ ． 雇 用 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト の 充 実 を  

 雇 用 問 題 に つ い て は 、 短 期 ・ 当 面 の 対 処 と 中 長 期 の 観 点 か ら の 対

応 に 分 け て 対 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 。  

 当 面 は 、 現 下 の 深 刻 な 雇 用 失 業 情 勢 に 対 す る 雇 用 対 策 が 中 心 に な

る が 、 中 長 期 的 に は 、 高 齢 少 子 化 の 進 行 、 勤 労 者 の 就 労 ニ ー ズ の 多

様 化 等 を 考 慮 に 入 れ る 必 要 が あ る 。  

 雇 用 不 安 を 解 消 す る た め に は 、 雇 用 対 策 を 体 系 的 に 整 備 し た セ ー
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フ テ ィ ネ ッ ト （ 安 全 網 ） を 作 る こ と が 大 事 で あ る が 、 こ の 整 備 ・ 充

実 に つ い て は 、 こ う し た 当 面 と 中 長 期 の ２ つ の 対 処 ・ 対 応 を 盛 り 込

む こ と が 重 要 で あ る 。  

 雇 用 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト に つ い て は 、 わ れ わ れ は 、 ① 「 雇 用 の 維

持 ・ 創 出 」、 ② 「 勤 労 者 の 職 業 能 力 の 向 上 」、 ③ 「 政 府 の 雇 用 対 策 ・

雇 用 保 険・社 会 保 障 等 の 充 実 」、の ３ つ が 柱 と 考 え る が 、政 労 使 が そ

れ ぞ れ の 役 割 分 担 を 明 確 に し て 、 こ れ ら の 充 実 に 協 力 す る 必 要 が あ

る 。  

 そ の 中 で 最 も 重 要 な の は 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 で あ る 。 民 間 主 導 経 済

の 下 で 、こ れ は 基 本 的 に 民 間 企 業・経 営 者 の 任 務 で あ る が 、政 府 は 、

規 制 の 撤 廃 等 に よ っ て 、 民 間 が 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 を 実 現 し や す い よ

う に 環 境 条 件 を 整 え て 欲 し い 。  

 勤 労 者 の 職 業 能 力 の 向 上 に つ い て は 、 企 業 と 従 業 員 の 適 切 な 取 り

組 み が 求 め ら れ る が 、 勤 労 者 の 従 来 以 上 の 自 助 努 力 と 企 業 や 政 府 ・

自 治 体 の 支 援 が 必 要 で あ る 。  

 さ ら に 、 失 業 者 の 生 活 支 援 ・ 社 会 保 障 制 度 の 整 備 、 緊 急 的 な 雇 用

対 策 は 政 府 の 仕 事 で あ る 。  

 日 経 連 は 、 昨 年 ８ 月 、 こ う し た 観 点 に 立 っ て 、 時 限 措 置 を 含 む 緊

急 雇 用 対 策 プ ロ グ ラ ム を 提 示 し た （ 図 表 ７ ） が 、 ま ず 、 当 面 は 、 こ

れ 以 上 の 失 業 の 増 加 を 抑 制 す る こ と に 政 労 使 が 全 力 を 集 中 し 、 若 年

労 働 力 の 供 給 減 少 等 中 長 期 的 な 課 題 に つ い て は 、 平 行 し て 時 間 を か

け て 対 策 を 講 じ る べ き で あ る 。  

 当 面 の 緊 急 措 置 と し て は 、治 安 維 持（ 警 察 官 等 ）、環 境 保 全（ 森 林

伐 採 等 ）、 Ｎ Ｐ Ｏ （ 非 営 利 団 体 ） の 経 営 運 営 指 導 な ど 地 域 が 必 要 と

 7
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図 表 ７  日 経 連「 緊 急 雇 用 対 策 プ ロ グ ラ ム 」と 2 0 0 1 年 度 補 正 予 算「 雇 用 対 策 」 

    の 比 較  

日経連「緊急雇用対策プログラム」（2001年８月） 2001年度補正予算における「雇用対策」
財源：約１兆円／3年間で（一般財源より） 財源：10，234億円（一般・特別会計、地方計）

【創出】
○「緊急地域雇用特別基金（7,000億円／3年間で）」の創設
　地域の取組みにより3年間で100万人の短期雇用を実現
○新規雇用の創出～民間活力の発揮・活用
　１． サービス部門における雇用拡大策
　２．在宅ワーク、ＳＯＨＯの推進
　３．ワークシェアリングの推進
　４．学校教育課程への民間人の活用
　５．労働法制の規制改革による雇用創出
　　(1)労働者派遣制度の規制撤廃
　　(2)有期労働契約期間を5年へ延長

【創出】
○「緊急地域雇用創出特別交付金（3,500億円）」の創設
　公的部門における緊急かつ臨時的な雇用（新公共サービ
　ス雇用）の創出を図るため、都道府県に交付。各地公体
　は地域の実情に応じた雇用創出事業を実施するための
　基金を造成
○雇用創出のための事業主への助成等
　１． 緊急雇用創出特別基金事業の延長かつ新規・成長分
　　　野雇用創出特別奨励金の基金増額（1,393億円）
　２． 新分野進出等の相談援助、人材養成（0.7億円）
　３．職場適応援助者（ジョブコーチ）による障害者の就業支

　　援（0.71億円）
【安定】
○現行雇用対策関連施策による政策的支援の着実な執行
　１．緊急地域雇用特別交付金制度による雇用創出好事例
　　　ＰＲ
　２．改正雇用保険法、雇用対策法等改正法の着実な運用
　３．求人情報・各種雇用関連情報の提供、きめこまかい就
　　　職面接会の実施
　４．自己市場価値を認識するための求職者就職支援フォ
　　　ーラムの開催
　５．トライアル雇用、インターンシップ、紹介予定派遣など
　　　の積極的展開

【安定】
○離職予定在職者を対象とした職業安定所職員等による
　大量離職者発生事業所内相談受付、再就職支援の実
　施（1.1億円）
○募集・採用の年齢制限緩和に向けた職業機関による啓
　発・指導の推進（1.5億円）

【失業者対策】
○雇用保険財源不足時の対応　雇用保険については万が
　一、財源不足が生じたときは別途、一般財源を投入して対
　応する。また、安易に求職者給付期間の延長については
　認めるべきではない。

【失業者対策】
○雇用保険の失業等給付費の必要な予算措置（3,898億円）
○自営廃業者等に対する生活資金貸付制度の創設（1,021
　億円）
○未払賃金立替払制度の充実（17億円）

【能力開発】
○能力開発、エンプロイヤビリティ向上取組みへの支援
　１． 職業訓練カリキュラムの再編成
　２． インターンシップ制による能力開発（求職者、学卒未
　　　就職者対象）
　３． 在宅で受講可能な資格取得等能力開発
　４． キャリア開発に対する支援
　５． 大学・大学院などにおける再教育の支援
　６． 若年者の職業意識啓発支援
○ 「教育訓練基金（2,500億円／3年間で）」の創設

【能力開発】
○職業訓練付きの失業給付延長制度の拡充（191億円)
○ 職業能力開発の拡充
　１． 民間教育訓練機関、大学、事業主等を活用した職業訓
　　　練の実施（中高年ホワイトカラー離職者等対象）(63億
　　　円)
　２． ITに対応した人材育成のための職業訓練（30億円）
　３． インターンシップを拡大による職業意識啓発（在学生対
　　　象）（3.3億円）
　４． トライアル雇用実施企業への助成制度の創設（学卒未
　　　就業者対象）(13億円)
　５．公共職業能力開発施設の土日・夜間開講等機動的運
　　　営（8.8億円）

【再就職支援】
○雇用保険各種助成金受給要件の民間職業紹介機関マッ
　チングへの適用
○公共職業安定所・人材銀行の開所時間の延長
○マッチング強化等のための求人開拓員の増員（6ヵ月の
　短期雇用で約36,000名、約430億円）

【再就職支援】
○ 早期再就職の支援
　１．失業なき労働移動を支援する各種助成金の活用（26億
　　　円）
　２．退職予定者の退職前における長期休業等に対する助
　　　成の実施など（0.5億円）
○ 民間活力の活用による職業紹介機能の充実
　１． 再就職支援会社を活用する事業主への支援（5億円）
　２．不良債権処理に伴う雇用問題が課題となる業界と産業
　　　雇用安定センターとの連携強化による出向・移籍方式
　　　を中心とした労働移動の推進（2億円）
　３． しごと情報ネットの拡充等（44億円）
　４．求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職支援に至る
　　　までの一貫したシステムの構築（3.5億円）
　５．公共職業紹介所に能力開発支援アドバイザーを設置
　　　し相談を強化（9.7億円）  
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す る 分 野 で 中 高 年 齢 者 や 若 者 の 時 限 雇 用 措 置 を 一 層 の 推 進 す る と と

も に 、 教 育 訓 練 と 職 業 紹 介 機 能 の 充 実 （ 求 人 開 拓 員 の 増 加 等 ） を 図

り 、 中 長 期 的 に は 規 制 改 革 の 断 行 に よ る 雇 用 創 出 を 実 現 す る こ と が

重 要 で あ る 。  

 

２ ． 柔 軟 な ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 実 践 ～ 当 面 は 緊 急 避 難 措 置 を  

 雇 用 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト の 基 本 は 、 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 に あ る が 、 今

後 わ が 国 で 、 こ れ を 実 現 す る た め に は 、 雇 用 形 態 の 多 様 化 ・ 柔 軟 な

ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 導 入 を 推 進 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

 当 面 は 、 こ れ 以 上 の 失 業 の 増 大 を 回 避 す る た め 、 雇 用 の 維 持 ・ 確

保 と 総 額 人 件 費 の 抑 制 を 両 立 す る た め の 緊 急 避 難 的 な ワ ー ク シ ェ ア

リ ン グ が 必 要 に な る が 、 中 長 期 的 に は 環 境 変 化 や 労 使 双 方 の ニ ー ズ

の 変 化 に 対 応 す る た め の 雇 用 形 態 の 多 様 化 を 通 じ た 柔 軟 な ワ ー ク シ

ェ ア リ ン グ が 進 展 す る こ と と な ろ う 。  

 も と も と 、 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ は ヨ ー ロ ッ パ の い く つ か の 国 々 で

の 施 策 で あ り 、 そ の 施 策 の 類 型 も 多 様 で あ る た め に 、 そ の 意 義 や 評

価 に つ い て の 見 解 も わ か れ て い る 。  

 一 般 に 、 こ れ は 、 労 働 時 間 を 減 ら し 、 雇 用 を 維 持 す る 方 法 と い わ

れ る が 、 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ は 、 図 表 ８ の よ う に 、 ４ つ の 類 型 に 分

類 さ れ よ う （ 厚 生 労 働 省 調 査 を 参 考 に し た 分 類 ）。  

 Ⅰ は 、 一 時 的 な 景 気 悪 化 に よ り 緊 急 避 難 措 置 と し て 、 従 業 員 １ 人

あ た り の 所 定 労 働 時 間 を 短 縮 し 、 社 内 で よ り 多 く の 雇 用 を 維 持 す る

タ イ プ 。 わ が 国 で は 、 時 間 短 縮 に 応 じ た 賃 金 縮 減 が 一 般 的 で あ る 。  

 Ⅱ は 、 と く に 中 高 年 齢 層 の 雇 用 確 保 の た め に 、 当 該 中 高 年 齢 者 １  
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      図 表 ８  ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 類 型  

手法 背景 賃金の変化

Ⅰ雇用維持型
（緊急避難
　　　型）

一時的に，労働時
間短縮と賃金削減
を実施

・企業業績の低迷
　（日野自動車，フォ
　　ルクスワーゲン等）

Ⅱ雇用維持型
（中高年対
　　策型）

中高年齢者の短時
間勤務等による雇
用確保

・中高年を中心と
　した余剰人員の
　発生
・６０歳台前半の
　雇用延長
　（日本等）

Ⅲ雇用創出型 恒久的に法定労働
時間の短縮等を実
施

・高失業の慢性化
　（フランス等）

政府の援助に
より維持され
る場合が多い
（フランス）

Ⅳ多様就業対
応型

正社員についても
短時間勤務など導
入し働き方を多様
化

・有能な人材確保
・就労ニーズの多
　様化
・女性・高齢者の
　活用
・仕事と家庭の両
　立
　（オランダ等）

働き方に応じ
た賃金

多くは時間給
一定，賃金は
縮減

実施する時間軸
一時的⇔恒久的

 資料：厚生労働省「ワークシェアリングに関する調査研究」（2001年4月）をベースに日経連作成

人 あ た り の 所 定 内 労 働 時 間 を 短 縮 し 、 社 内 で よ り 多 く の 雇 用 を 維 持

す る タ イ プ 。 わ が 国 で は 、 時 間 短 縮 に 応 じ た 賃 金 縮 減 が 一 般 的 。 緊

急 避 難 措 置 に 限 ら な い 。  

 Ⅲ は 、 法 律 、 労 働 協 約 に よ り 、 国 ま た は 企 業 単 位 で 法 定 ・ 所 定 の

労 働 時 間 を 短 縮 し 、 新 た な 雇 用 機 会 の 創 出 を 意 図 す る タ イ プ 。 恒 久

的 な 措 置 と し て 導 入 し 、 国 に よ る な ん ら か の 支 援 を 付 与 す る 場 合 も

あ る （ フ ラ ン ス の 例 等 ）。  

 Ⅳ は 、 正 社 員 の 短 時 間 勤 務 制 や パ ー ト ・ 派 遣 活 用 な ど 就 労 の し か

た を 一 層 多 様 化 し 、 女 性 、 高 齢 者 等 よ り 多 く の 労 働 者 に 雇 用 機 会 を

与 え る こ と を 意 図 す る タ イ プ 。 短 時 間 勤 務 者 の 時 間 給 を 正 社 員 と 均
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等 と す る オ ラ ン ダ の モ デ ル も こ の タ イ プ の 一 例 で あ る 。  

 こ の よ う に 、 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ は い ろ い ろ な 捉 え 方 が 可 能 で あ

る が 、 わ れ わ れ は 、 こ れ を 雇 用 形 態 多 様 化 の 一 環 と し て 位 置 付 け 、

第 1 に 緊 急 避 難 措 置 と し て の 活 用 を 考 え る と 同 時 に 、第 2 に 中 長 期

的 な 観 点 か ら の 導 入 も 検 討 す べ き 、 と 考 え る 。 労 働 時 間 を 短 縮 し 、

そ れ に 応 じ て 賃 金 を 縮 減 す る こ と に よ っ て 、 雇 用 の 維 持 な い し 新 た

な 雇 用 機 会 の 創 出 が 期 待 で き よ う 。  

 と り わ け 当 面 は 、過 剰 雇 用 と 人 件 費 負 担 に 苦 し む 企 業 に お い て は 、

緊 急 避 難 措 置 と し て 、 労 働 時 間 を 短 縮 し て 雇 用 を 維 持 し 、 賃 金 ・ 賞

与 等 、 総 額 人 件 費 を 縮 減 す る 方 法 が 講 じ ら れ る べ き と 考 え る 。 も ち

ろ ん 、そ の 適 用 範 囲 等（ 裁 量 労 働 者 の 取 り 扱 い 、賃 金 縮 減 の 方 法 等 ）

は 個 別 企 業 の 実 情 に 応 じ 、 労 使 の 話 し 合 い に 委 ね ら れ る 。  

 さ ら に 今 後 、ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 導 入・普 及 を 進 め る た め に は 、

時 間 あ た り 給 与 の 考 え 方 （ 賃 金 は 時 間 あ た り で 支 払 う も の ） を 、 改

め て 、 検 討 す る 必 要 が あ ろ う 。 現 在 で も 、 育 児 時 間 や 介 護 時 間 な ど

で 労 働 時 間 を 短 縮 し た 場 合 は 、ノ ー ワ ー ク・ノ ー ペ イ の 原 則 に よ り 、

各 人 の 賃 金 を そ の 時 間 割 で 減 額 し て い る 企 業 が 大 半 で あ る が 、 当 面

の ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 導 入 に あ た っ て は 、 同 様 の 考 え 方 で 賃 金 の

減 額 を 検 討 す る こ と が で き よ う 。  

 わ が 国 企 業 労 使 は 、 こ れ ま で 不 況 の つ ど 、 企 業 の 実 情 に 応 じ 、 採

用 抑 制 、 配 転 ・ 出 向 、 残 業 規 制 、 一 時 休 業 な ど 、 さ ま ざ ま な 雇 用 調

整 措 置 を 講 じ 、 雇 用 安 定 を 実 現 し て き た 。 労 使 は 、 こ う し た 経 験 を

活 か し 、 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ を 柔 軟 に 運 用 し て い く こ と が 重 要 で あ

る 。雇 用・賃 金・労 働 時 間 を 多 様 か つ 適 切 に 配 分 す る こ と に よ っ て 、
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中 長 期 的 に 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 が 実 現 す る と 考 え る 。  

 

３ ． 雇 用 多 様 化 の 推 進 ～ 雇 用 ポ ー ト フ ォ リ オ の 発 想  

 さ ら に 、 上 述 の よ う に 、 わ が 国 に お い て は 、 今 後 、 中 長 期 的 に 、

高 齢 少 子 化 の 進 行 、 雇 用 ミ ス マ ッ チ の 一 段 の 顕 在 化 、 勤 労 者 の 働 き

方 に 対 す る ニ ー ズ の 多 様 化 、 Ｉ Ｔ 等 一 層 の 技 術 革 新 の 進 展 等 の 事 態

が 生 じ る こ と に 留 意 す べ き で あ る 。 こ れ か ら の 労 働 の あ り 方 ・ 労 働

を め ぐ る 環 境 は こ れ ま で と は 大 き く 変 わ る わ け で あ り 、同 時 に 当 然 、

企 業 の 人 件 費 負 担 の 合 理 化 も 一 層 重 要 な 課 題 と な る 。  

 企 業 が 必 要 な 人 材 を 確 保 す る に は 、 勤 労 者 の ニ ー ズ に 即 し た 多 様

な 雇 用 形 態（ 派 遣 、パ ー ト 、ア ル バ イ ト 、契 約 社 員 等 ）、あ る い は 就

労 形 態 （ 職 種 ・ 勤 務 地 の 限 定 、 期 間 限 定 の プ ロ ジ ェ ク ト 、 Ｓ Ｏ Ｈ Ｏ

（ Small Office・ Home Office）・ 在 宅 勤 務 等 ） を 用 意 し 、 勤 労 者 の

働 き 方 の 選 択 肢 を 増 や す 工 夫 が 必 要 と な る 。 も ち ろ ん 、 経 営 効 率 の

向 上 と 雇 用 コ ス ト の 軽 減 を 同 時 に 実 現 し け れ ば な ら な い 。  

 こ れ は 、 日 経 連 が 従 来 か ら 提 唱 し て き た 「 雇 用 ポ ー ト フ ォ リ オ 」

の 考 え 方 で あ る が 、 す で に 、 現 実 に 各 企 業 の さ ま ざ ま な 分 野 で 、 こ

の 実 践 が な さ れ て い る 。高 年 齢 者 層 の 増 大 と 若 年 層 の 減 少（ 図 表 ９ ）、

女 性 の 職 場 進 出 が 一 層 進 行 す る 中 で 、 こ れ か ら は 、 基 幹 的 従 業 員 の

長 期 継 続 雇 用 を 柱 に 、 多 様 な 雇 用 形 態 を 組 合 せ 、 総 額 人 件 費 の 増 加

を 防 ぎ な が ら 生 産 性 の 向 上 を 図 っ て こ そ 、 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 が 実 現

で き る と 考 え る （ 図 表 10）。 あ ら た め て 繰 り 返 す ま で も な い が 、 こ

う し た 取 り 組 み が 企 業 の 競 争 力 を 低 下 さ せ る こ と が あ っ て は な ら ず 、

さ ま ざ ま な 施 策 は 生 産 性 向 上 の 範 囲 内 で 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  
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       図 表 ９ － ①  わ が 国 の 総 人 口 の 推 移  

資料：総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所｢日本の将来推計人口（1997年１月推計）

　注：将来人口推計は中位推計
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図 表 ９ － ②  将 来 の 労 働 力 人 口 増 減 の 見 通 し  

資料：総務省統計局「2000年国勢調査抽出速報集計結果」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来

　　　　推計人口（97年１月推計）」

　注：１）将来推計人口（中位推計）に2000年の労働力率を乗じて労働力人口を推計した

　　　２）（　）内の数字は2000年の労働力人口（6610万人）に対する2010年、2020年、2025年の減少数

　　　３）［　］内の-232万人は直近最小の失業者数128万人（1990年３月）から直近最大の失業者数360万人

　　　　　（2001年10月）を差し引いた人数
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図 表 10 雇 用 の 維 持 ・ 創 出 と 多 様 な 働 き 方 ・ ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ  

　　　　

内外の競争激化
人件費コストの合理化

働く人の意識の変化
就労ニーズの多様化

多様な働き方／柔軟なワークシェアリング
（雇用・賃金・労働時間の多様適切な配分）

少子高齢化
労働力供給の
減少

需給ミスマッチ
の緩和・解消

仕事と家
庭の両立

生産性の向上

雇用の維持・創出

 

例 え ば 、 労 働 時 間 縮 減 に 応 じ た 賃 金 削 減 を 緊 急 避 難 措 置 な い し 恒 常

的 施 策 と し て 導 入 す る こ と 、 パ ソ コ ン や 通 信 イ ン フ ラ を 活 用 し た 在

宅 勤 務 の 推 進 、 高 齢 者 や 働 く 人 の 選 択 に よ る さ ま ざ ま な 短 時 間 勤  

務 形 態 の 導 入 、 長 い 生 涯 労 働 時 間 の 中 で 個 々 人 の ニ ー ズ に 応 じ た 柔

軟 な 労 働 時 間 の 設 定 （ 生 涯 労 働 時 間 的 発 想 ） 等 々 、 多 様 な 働 き 方 が

考 え ら れ る 。  

 雇 用 多 様 化 は 、Ｍ 字 型 に 落 ち 込 ん で い る わ が 国 の 女 性 の 就 労 改 善 、

高 齢 者 の 再 就 職 拡 大 の 方 策 と し て 有 用 で あ ろ う 。  

 こ の 雇 用 多 様 化 ・ 柔 軟 な ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ を 推 進 す る た め に 、

昨 年 10 月 、日 経 連・連 合 は 、「 雇 用 に 関 す る 社 会 合 意 」推 進 を 宣 言

し 、 あ わ せ 、 政 府 の 雇 用 施 策 の 充 実 を 求 め た （ 図 表 11）。 政 府 も こ

の 合 意 推 進 を 支 援 す る 姿 勢 を 示 し て い る 。 こ の 労 使 合 意 は 、 日 経 連

の 雇 用 ポ ー ト フ ォ リ オ の 考 え 方 を 一 層 発 展 さ せ る こ と に な る 。  

 も ち ろ ん 、 日 経 連 ・ 連 合 の 合 意 お よ び 政 府 支 援 を 含 め た 社 会 合 意

を 具 体 的 に 推 進 す る に は 多 く の 課 題 が あ る 。 従 来 に な い 働 き 方 を 検  
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  図 表 11 日 経 連 ・ 連 合 「 雇 用 に 関 す る 社 会 合 意 」 推 進 宣 言  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 13（2001）年 10 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本経営者団体連盟／日本労働組合総連合会

　日経連・連合は、平成 11（1999）年 10 月、労使「雇用安定宣言」において、深刻な雇用情勢を打開

するために労使が最大限の努力を傾注すべきこと、および雇用安定と雇用創出に向けて、それぞれが社

会的役割を果たしていくことを確認した。

　しかし、わが国景気が長期停滞する中、不良債権処理など構造改革が今後具体化するに加え、米国に

おける多発テロにより世界経済は同時不況の様相を強めていることから、国内の雇用情勢は今後一段の

深刻化が懸念される状況である。こうした状況を打開するため、上記平成 11（1999）年宣言の趣旨をさ

らに発展させ、日経連・連合は下記事項につき、最大限の努力を傾注することを合意する。あわせ、政

府施策の一層の充実を要請し、ここに政労使による「雇用に関する社会合意」の推進を期すものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．雇用の維持・創出に関する社会合意の推進

　雇用情勢が一層深刻化する当面の事態を打開するため、日経連・連合は次の事項につき、最大限の努

力を傾注するとともに、個別企業労使への働きかけを行なうことを合意する。

（1）当面の施策として――

　①経営側は、雇用を維持・創出し、失業を抑制すること。

　②労働側は、生産性の向上やコスト削減など経営基盤の強化に協力するとともに、賃上げについては

柔軟に対応すること。

（2）雇用の維持・創出を実現するため、日経連・連合は多様な働き方やワークシェアリングに向けた合

意形成に取り組み、労使は雇用・賃金・労働時間の適切な配分に向けた取り組みを進めること。

（3）労使は、仕事に応じた適正な評価と公正な処遇、職業能力の向上、労働時間管理の適正化、働き方

の改善などに取り組むこと。

２．政府に対する要請と政労使による社会合意形成の推進

　雇用対策の策定・実行に当たっては、政労使の緊密な協力が不可欠である。政府に対し、先に決定し

た総合雇用対策をさらに拡充するとともに、労使の合意実現を支援し、雇用の維持・創出のため、次の

事項を実施するよう要請する。

（1）当面の施策として、一般財源を用いて、雇用のセーフティネットの一層の充実を実現すること。

（2）職業紹介が適切に再就職に結びつくよう、訓練内容の見直しや職業紹介機能の充実を図ること。

（3）税制や規制の改革などによって、住宅、情報通信、環境、福祉・医療などの分野をはじめとして新

事業の育成を支援し、新たな雇用機会を創出すること。

　　　また、地域における労使及び政労使による雇用創出プランの取り組みを支援すること。

（4）働き方の選択肢を拡大するため、税制・社会保障制度の早急な見直しを行なうとともに、そのため

の環境整備に努めること。

　上記の取り組みを実現するため、政労使雇用対策会議などを通じ、政労使による社会合意形成を推進

する。また、日経連・連合は、施策の具体化を図るための検討の場を設置する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上  
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討 す る 姿 勢 が 望 ま れ る こ と に な り 、 こ う し た 多 様 な 雇 用 形 態 の 導 入

に あ た っ て は 、 そ の 処 遇 や 人 事 管 理 の あ り 方 等 （ 年 功 的 な 賃 金 ・ 退

職 金 制 度 、 労 働 時 間 管 理 と 賃 金 の あ り 方 や 税 ・ 社 会 保 障 の あ り 方 な

ど ） を 中 心 に 、 解 決 す べ き 問 題 は 数 多 い 。 今 後 は 、 企 業 内 外 の 労 働

市 場 に お い て 、 多 様 な 労 働 力 を 新 た な 仕 事 に 適 応 さ せ 、 育 成 し て い

く 「 雇 用 適 応 能 力 」 の 高 い 社 会 を つ く っ て い く こ と が 大 き な 課 題 と

な ろ う 。  

 

４ ． 人 事 ・ 賃 金 制 度 の 改 革 を 進 め よ う  

 雇 用 形 態 の 多 様 化 を 踏 ま え て 、今 後 の 人 事・賃 金 管 理 に つ い て は 、

き め 細 か く 運 用 す る 必 要 が あ る 。  

 こ れ か ら の 賃 金 体 系 ・ 人 事 制 度 の 基 本 は 、 企 業 へ の 貢 献 度 に 応 じ

た 処 遇 を 徹 底 す る こ と で あ る 。 貢 献 度 を ど の よ う に 測 定 す る か は 企

業 の 実 情 に よ っ て 異 な る が 、 少 な く と も 、 仕 事 （ 職 掌 ・ 職 種 ） と 責

任 （ 経 営 上 の 役 割 ・ 経 営 へ の 影 響 度 等 ） の 差 異 に 応 じ て そ の 成 果 を

適 切 に 評 価 す る こ と が 必 要 で あ る 。 一 般 に 、 年 齢 ・ 勤 続 ・ 学 歴 等 属

人 的 な 要 素 が 重 視 さ れ が ち だ が 、 そ れ ら が 貢 献 ・ 成 果 に 結 び つ か な

い 場 合 は 、 そ れ ら の 要 素 を 極 力 除 く 運 用 が 大 事 で あ る 。  

 も ち ろ ん 、 人 事 賃 金 管 理 は 企 業 運 営 の 方 針 に よ っ て 異 な る が 、 一

般 的 に は 、 勤 務 期 間 の 短 い 従 業 員 に 対 し て は 、 職 務 の 価 値 を 反 映 し

た そ の 時 々 の 市 場 価 格 を 踏 ま え た 上 で 、 短 期 的 な 貢 献 ・ 成 果 を 処 遇

に 反 映 す べ き で あ る 。 長 期 勤 続 の 従 業 員 に つ い て は 、 一 般 職 層 の 間

は 、 職 務 の 差 異 に 応 じ つ つ 、 職 能 給 管 理 で 運 用 し 、 管 理 ・ 専 門 職 層

は 職 務 の 価 値 に 即 し た 貢 献 ・ 成 果 を 基 本 と す る 。 な か で 生 産 職 に お
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い て は 、 技 能 ・ 技 術 の 向 上 ・ 伝 承 の 観 点 か ら 熟 練 の 形 成 を 重 視 し た

処 遇 と い う 観 点 も 大 切 で あ る 。  

 い ず れ に せ よ 、 個 々 人 の 成 果 ・ 貢 献 に 応 じ た メ リ ハ リ の 効 い た 処

遇 が 肝 要 で あ り 、 何 よ り 、 人 事 評 価 を 納 得 性 の 高 い も の に す る 必 要

が あ る 。 適 正 な 人 事 評 価 を 通 じ て 、 適 材 適 所 の 人 材 配 置 と 個 々 人 の

職 業 能 力 の 向 上 に 資 す 運 用 が 大 事 で あ る 。  

 創 造 的 科 学 技 術 立 国 を 実 現 す る た め に は 、 基 本 的 に 企 業 人 材 の 質

的 向 上 が 不 可 欠 で あ り 、 個 別 企 業 に お い て 、 す べ て の 人 材 の 活 用 と

育 成 が 重 要 で あ る 。  

 

５ ． 労 働 市 場 改 革 の 推 進 を  

 上 述 の と お り 、わ れ わ れ は 、基 幹 的 従 業 員 の 長 期 継 続 雇 用 を 柱 に 、

多 様 な 働 き 方 を 組 み 合 わ せ た 雇 用 形 態 が 必 要 と 考 え る 。 こ う し た 多

様 な 雇 用 形 態 を 可 能 と し 雇 用 適 応 能 力 の 高 い 社 会 を 構 築 す る た め に

は 、 企 業 内 外 の 労 働 市 場 の あ り 方 を 改 革 し て い く べ き で あ る 。  

 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 に 対 応 し 、 わ が 国 内 の 労 働 市 場 も 変 容 を 迫 ら

れ て お り 、「 ど う い う 労 働 市 場 が 日 本 に と っ て 最 も 望 ま し い か 」を 考

え る と 、 と く に 、 以 下 の ４ つ の 条 件 を 満 た す 必 要 が あ ろ う 。  

 ① 「 移 動 性 」 ～ 勤 労 者 の 自 発 的 な 転 職 を 阻 害 し な い 市 場  

 ② 「 柔 軟 性 」 ～ Ｉ Ｔ 等 技 術 改 革 へ の 柔 軟 な 対 応 等 、 労 働 力 の 需 給  

        を 効 率 的 に マ ッ チ ン グ し 得 る 市 場  

 ③ 「 専 門 性 」 ～ 勤 労 者 の 専 門 能 力 の 向 上 を 促 す 市 場  

 ④ 「 多 様 性 」 ～ 外 国 人 、 高 齢 者 、 女 性 な ど を 十 分 に 活 用 す る 市 場  

 こ の よ う な 条 件 を 満 た し 、 労 働 移 動 が 不 利 に な ら な い た め に は 、
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企 業 内 に お い て 過 度 に 年 功 的 な 賃 金 ・ 退 職 金 ・ 人 事 ・ 教 育 制 度 の 改

革 を 進 め る 一 方 、 外 部 労 働 市 場 の 改 革 が 必 要 で あ る 。  

 と り わ け 、 わ が 国 の 労 働 市 場 に 関 し て は 種 々 の 規 制 が 多 く 、 早 急

な 規 制 改 革 が 必 要 で あ る 。  

 す な わ ち 、 人 材 派 遣 事 業 に お い て は 、 派 遣 期 間 の 諸 制 限 の 撤 廃 、

許 可 制 の 届 出 制 へ の 移 行 、 物 の 製 造 業 務 や 医 療 関 係 業 務 へ の 派 遣 禁

止 の 撤 廃 が 重 要 で あ る 。 ま た 、 民 間 職 業 紹 介 事 業 も 許 可 制 か ら 届 出

制 へ 移 行 す べ き で あ る し 、雇 用 期 間 に つ い て の 現 行 有 期 1 年 の 上 限

を ５ 年 と し 、選 択 肢 を 多 様 化 す べ き で あ る 。裁 量 労 働 制 に つ い て も 、

み な し 労 働 時 間 制 で な く 、 ア メ リ カ の 「 イ グ ゼ ン プ シ ョ ン 制 」 の よ

う に 労 基 法 上 の 時 間 規 制 適 用 除 外 と す べ き で あ り 、 対 象 業 務 の 拡 大

等 抜 本 見 直 し が 必 要 で あ る 。 さ ら に 、 解 雇 規 制 の 法 制 化 が 問 題 に な

っ て い る が 、 解 雇 制 限 規 定 の 設 定 や 整 理 解 雇 の 要 件 の 法 制 化 は 行 政

の 介 入 の 増 加 や ケ ー ス に 応 じ た 柔 軟 な 判 断 の 阻 害 に つ な が る の で 反

対 で あ る 。  

 本 来 、 労 働 法 制 は 環 境 の 変 化 に 適 切 ・ 機 敏 に 即 応 す べ き で あ る の

に 、 常 に 現 実 の 動 き と 齟 齬 を 来 た し が ち で あ る 。 改 め て 、 政 府 に 現

実 を 見 据 え た 迅 速 な 対 応 を 求 め た い 。 地 域 別 最 低 賃 金 に 屋 上 屋 を 架

す 産 業 別 最 低 賃 金 も 廃 止 す べ き で あ る 。  

 一 方 、 連 結 経 営 が 国 際 的 に 進 展 す る 時 代 に は 、 グ ロ ー バ ル 企 業 の

親 子 会 社 間 で 、 国 境 を 超 え た 人 材 の 異 動 、 活 用 が 課 題 と な る 。 国 籍

等 を 問 わ ず 、 従 業 員 個 々 人 を 重 視 し た 人 事 シ ス テ ム の 整 備 が 緊 急 の

テ ー マ と な る 。  

 さ ら に 、わ が 国 は 少 子 化 が 深 刻 化 し 、（ 若 年 ）労 働 力 の 不 足 を 補 う
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と い う 観 点 か ら 外 国 人 の 本 格 的 導 入 を 検 討 し な け れ ば な ら な い 時 期

に 来 て い る 。 と く に 、 極 度 の 人 口 減 少 が 避 け ら れ な い わ が 国 に お い

て 、 今 の う ち か ら 、 技 術 者 や 留 学 生 を 含 め 、 外 国 人 の 受 け 入 れ や 移

民 の 問 題 に つ い て 、い か に 環 境 整 備 を 行 う か に つ い て 論 議 を 尽 く し 、

早 急 に 方 向 を 定 め る 必 要 が あ る の で は な い か 。 女 性 や 若 者 、 高 年 齢

者 の 活 用 に 一 層 真 剣 に 取 り 組 む と 同 時 に 、 外 国 人 受 け 入 れ に 伴 う さ

ま ざ ま な 環 境 整 備 の コ ス ト も 含 め て 論 議 ・ 検 討 が 望 ま れ る 。  

 足 許 の 雇 用 問 題 へ の 対 処 と い う 観 点 に と ど ま ら ず 、 わ が 国 の 国 家

の 将 来 像 に つ い て ま で 踏 み 込 ん で 、真 剣 な 検 討 と 準 備 が 必 要 で あ る 。 

 

 


